月２　　国際関係史　酒井哲哉
講義中に紹介された参考文献
入江昭　「日本の外交」
井上寿一「日本外交史講義」
「国際関係研究入門」
第一章
西欧国家体系について　　（western state system）
近代以前の中世ヨーロッパは、重層的権利関係が基本（主権、国家といった一元的概念は存在せず）。そうした西欧世界を包括し一体化させる上で、キリスト教共同体（キリスト教の価値観の西欧における普遍性）という概念が大きな役割を果たしていた。
しかし、その肝心のキリスト教における宗派対立から起こった宗教戦争により、西欧の一体性は動揺。最終的には、ウェストファリア条約以後に形成されたウェストファリア体制における新秩序の下で、三つの特徴的概念がうまれ、近代西欧国家体系が確立されていった。
三つの概念
1 領域主権の誕生　　
一定の領域に対する唯一不可分な主権。その領域における唯一不可分の主権者の存在も可能となった。
2 勢力均衡的なメカニズムの誕生　　
新秩序を形成する個々の国家群の内のある一国の、その他の国々に対する圧倒的優越が防止されるようになった。
（地域秩序の在り方としては、他に優越する国の存在が一般的）
3 近代国際法の誕生
誕生の経緯
中世的法概念＝“法とは作るものではなく発見するもの（神の正しい秩序を）”
例　グロティウス：万国に共通する法の発見目指す（中世的）
そうした法概念における戦争観には、正戦（神の秩序を実現するための戦争で戦うための正当な理由が必要）が存在し、そしてその正戦によって何が正しいかを確立できるとされた。
しかし、実際には戦争による正邪の確定は困難。故に、近世以降、無差別戦争概念（交戦国の正邪を問わず、戦争において守るべきルールを重視）が発展。その結果、近代国際法が誕生。
古典的国際法は戦時国際法および平時国際法に二分され、戦争のマニュアル化が確立した。
第二章
開国
日本を含む東アジアには中国を中心とする華夷秩序が形成されていた。
華夷秩序：中国に対する周辺国家の朝貢を基本とする、儒教的政治観に基づく中国を中心とした儒教文明圏における国際秩序。
中国とその他の朝貢国との関係は当然、西欧における主権国家同士のような対等な関係にはないが、その不平等な関係の中に、朝貢国にとっての様々なメリットがあった。
1 安全保障上のメリット
朝貢国となれば、中国皇帝より内政不干渉を保証され、中国を敵に回すことなく、国内の安定化につながる。
2 恒常的なメリット
中国は、朝貢国に対し関税をとらない＝関税自主権の欠如。
徳治主義に基づく儒教的政治観の影響をうける華夷秩序は、権力的な秩序として存在しているわけではない＝統治者が権力を持つのは、より高い徳をもっているからだという儒教的観念を前提としている。
徳治主義：最高の道徳的体現者たる者が、君主として最高権力者となるという考え。
こうした観念を基にしているため、明確な国境という地理的観念が存在せず、重層的な帰属関係や両属関係といった概念も生じた。
華夷秩序における日本のステイタスの特殊性
互市国（朝貢はしていないが貿易はしている国）という地位にあり完全な朝貢国ではなかった。また、武力による権力獲得をよしとせず、文人の統治者を理想としていた儒教的徳治主義の浸透弱く、幕藩体制下において武士という戦闘集団が統治エリートであるなど、儒教文明圏においては周辺性が強かった。
儒教的要素の浸透が弱く、武士という一種の軍人の支配があったことから、西欧の権力的秩序観に比較的なじみやすかったとされる。
また西欧における国際法に関する基本概念として、文明国標準主義というものがあり主権をもつ対等な国家と認められるためには、その国が西欧的近代法典を備えた文明国であることが条件となっていた。
第三章
日清戦争への道
日本、清国の領域、主権といった新概念への対応および日清関係
琉球を日本の領土とする琉球処分の過程には、明治政府における左院を中心に消極的な意見もあった。その背景として、日本自体の近代国家としての基盤が固まっていないにもかかわらず、琉球に手を出すことへのコスト論的疑問があり、従来通り、日清への両属関係を残したまま日本による実質的な支配を目指すという考えがあった。
1872年　日清修好通商条規の成立
この条約により、日清両国は領事裁判権を相互承認し日本は清国に対し、形式的には対等の関係にたった。
一方、清国は、従来の華夷秩序では対応できない欧米諸国との関係調整や外交を担当する総理衙門を設置。しかし、全ての外交を担当する普遍性をもった組織ではなく、あくまで対夷狄専門とされ、従来の華夷秩序を否定することはなかった。
ここに日清間の外交における認識のズレが生じ、台湾出兵における両国の主張により、そのズレが明白となった。
1871年　琉球民の台湾漂着民が殺害される
清の主張
琉球は清の朝貢国であるから、琉球民の損害を賠償する責任はなく、さらに、今回の事件は儒教文明の感化を受けていない化外の民によるものであることからも清に責任はないと主張。台湾が儒教文明圏に存するか否かを重要視。
日本の反論
清が台湾を領土とする以上、台湾における統治権を清が有することになるが、清が化外の民に対する統治権を放棄する以上、台湾の領土権自体が清に帰属しないとして台湾への出兵を正当化。台湾が清国の領土に含まれるか否かを重要視。
日清両国と朝鮮との関係
1876年　江華島条約（砲艦外交＝軍事的圧力を背景とする外交）で朝鮮は自主の邦とされ、華夷秩序からの朝鮮の脱却がはかられた。
その後、朝鮮で生じた壬午事変の清軍による鎮定を機に、清朝の間で清朝水陸貿易協定がが締結され、清朝の伝統的華夷秩序関係が確認された。この条約では清による朝鮮への内政干渉などが規定されていた。ここで確認された華夷秩序には、宗主国と属国との関係におけるような西欧的な権力関係への変容が見られる。
壬午事変：軍隊の近代化、開港後の経済混乱、開港を定めた最初の条約締結国である日本などに対する不満から起こった朝鮮の兵士を中心とした反乱。
その後、朝鮮では、日本の援助のもと閔妃政権に対するクーデタ事件である甲申事変が起こったが清軍の介入により頓挫し天津条約が締結された。
こうした事態にたいする福沢諭吉の脱亜論
朝鮮開化派のクーデタの清による鎮圧、朝鮮の改革の失敗、清国の軍事力によるおさえこみなどに対する反発や挫折からの脱亜論とも見られる。
天津条約以後は、日英協調を軸とした鹿鳴館外交の展開（井上馨が中心）＝日、英、清の協調による露の牽制を狙う。
その結果、朝鮮における清国の影響力が増加し、民権派を中心に軟弱外交として批判が強まる。
第四章　大陸国家への道
日清戦争において日本は清に圧勝したものの、当時、文明国とされていた欧米の観点からすれば日清はともに文明国と野蛮国との中間（＝半開）とみなされており、日本は常に自国を文明国として欧米にアピールしなければならない立場にいた。そのため、戦争も戦時国際法の遵守というアピールの場のひとつとされ、対外外交の一環に戦時国際法は組み込まれていった。
例：有賀長雄　「日清戦役国際法論」：遵守の例を列挙
日清戦争後は、藩閥と自由民権派との歩み寄りが見られ、さらに列国（主に英仏独露、日本は本格的には参加しないものの福健省の租借権を獲得）による租借地獲得競争が激化し清国の半植民地化が進んだが、一国が排他的に中国を従属関係におくことはなく、バランス・オブ・パワーの原理が働いていた。
支配国と被支配国の一対一の関係が存在しないことは、中国植民地化における特殊性であると同時に中国問題の複雑性でもあった。
アメリカの世紀ともよばれた二十世紀のアメリカの動き
国内におけるフロンティアが消滅し、新たなるフロンティアとして太平洋に進出し中国への関心が高まる中、義和団事件後の中国分割に対する危機感から商業活動の機会均等を求めるヘイ・ノートを発表し、中国への市場参入を求めた。
ヘイ・ノート：国務長官ジョン・ヘイの発表した中国に対する外交的覚書
門戸開放（open door）、領土保全（integrity of china）、などを主張。あくまで商業活動の機会均等を求めたもので、各国の勢力圏の設定の解除は求めていない。
当時、門戸開放の最大の障害とみなされていたのは満州への駐兵を行っていたロシアであり、そのロシアへの牽制役として日本への注目が集まる中、日本は、ドイツなどの台頭により海上覇権が揺らぎ始め孤立主義を放棄したイギリスとの間に日英同盟を締結した。
また朝鮮において、日本への対抗上、清からロシアへと依存の対象がかわる中、日本では伊藤、井上などの元老を中心に日露協商が画策される一方、桂、小村などの少壮官僚、政治家を中心に対露強硬策が画策されていた。
第五章　日露戦争後の日本外交
日露戦争後、官僚閥、軍閥、政党などの各勢力間における藩閥の影響力が薄れ地縁関係から能力重視の傾向が強まり、権力構造の多元化が生じた。
政党である政友会の総裁である西園寺と官僚、軍部の代表である桂が政権を交互に担当し、元老は直接的な指導者から調停者へ。
日露戦争後の国際環境
山県の唱えた利益線が満洲へと拡大した結果、対清、対米関係における緊張が生じる。
主権線：国境
利益線：主権が及ぶ場ではないが、自国の安全保障にとって重要な場所
合衆国大統領セオドア・ローズヴェルトは、アメリカの従来の理想主義的外交から見れば異端ともとれる棍棒外交に象徴される国際政治におけるリアリスティックな権力政治を肯定した。そうしたリアリスティックな観点から、台湾を拠点とした海洋国家としての発展を好ましからざるものとする一方で、満州を拠点とした大陸国家としての日本の発展を、ロシアの牽制となるとして合衆国の安全保障上好ましいものとして肯定した。＝異例
次期大統領のタフトは、ドルの投資環境の整備を重視したドル外交を展開し、アメリカの東アジア政策も満洲の門戸開放を要求するものへと変化していった。そうした中、アメリカによる満鉄中立化の構想が提案されると、満州に権益を有する日露両国は衝撃を受け、第一次日露協商に始まる両国の政治的接近が見られた。
満鉄中立化構想：米による借款で清に満鉄を買収させ、その満鉄を国際管理下におくというもの。米は排他的利権による独占的投資権なども視野に入れていた。
第一次日露協約：満州における日露の勢力圏確定
第二次日露協約：日露両国の特殊権益保護に関して両国が協同歩調を取ることに合意
第三次日露協約：内蒙古の勢力圏確定
そのころ中国では、清朝による中央集権化政策の一環としての幹線鉄道の国有化に対する、地方財閥の反発から辛亥革命が勃発し、クーデタが全国化した結果、清朝は崩壊した。
その後、北洋軍閥の袁世凱が中華民国の大総統に就任するものの、国民党による袁へのクーデタから中国国内は内戦状態となった。
辛亥革命時、日本は中国における立憲君主制の維持を目指したものの、事実上の最高実力者である袁世凱を支持する英の協力が得られず挫折。またその後も、日露戦後の財政的不況、外債への利払いなどの財政的要因、袁世凱を支持する英を考慮した政治的要因などから辛亥革命後の混乱期も中国への進出にはつながらなかった。この二つの制約要因を解除した出来事が、第一次世界大戦であり、外貨の取得、欧米列強の東アジアからの後退などをもたらした。
第六章　第一次大戦期の日本外交
この時期は政界における権力の再編成が行われ、加藤高明など明治維新の記憶を持たない新世代の指導者が登場した。こうした第一次大戦期の、条約改正を達成した日本には、欧州的古典外交をもとにした日本の独自外交を展開させようとする機運が生じていた。しかしこの時期は、従来の外交観念の通用しない新たな外交姿勢をもつアメリカ的外交が登場した時期でもあり、西欧古典外交とはまた違うシステムを持つアメリカ外交との構造的差異から生じる種々のあつれきがおこりはじめた。
この時期、日本では外相加藤のもと、日英同盟に基づく積極的参戦及び対支二十一ヶ条要求がなされ、大戦による列強の後退を背景に満州支配の固定化が試みられた。二十一ヶ条要求を行う上での事前の根回しにおいて、英仏は比較容易に妥協したものの、アメリカは当初は日本の要求を容認する立場を示したものの、後に否定的なものへと立場を変えた。前者の立場の支持者には孤立主義的傾向強く、対外的介入には消極的立場をとる国務長官ウィリアム・ブライアンがおり、後者の立場の支持者には親中反日的立場をとる在日公使ポール・ラインシュがおり、結果的にはラインシュの親中的意見が大統領ウィルソンを動かすこととなった。このアメリカの反応の変化を受けて、中国の態度も一転硬化したが結局、日本の最後通牒により容認した。
二十一ヶ条要求：要求事項である一号から四号、希望事項である五号の全二十一条からなる。
一号＝山東省のドイツ利権（全四条）
二号＝南満州、東部内蒙古の権益（全七条）
三号＝漢治萍公使（かんやひょうこんす）における権益（全二条）
四号＝福健省の不割譲（全一条）
五号＝一般的事項に関して（全七条）
第一次ブライアン・ノート：1915年三月、国務長官ブライアンによって日本に提示された覚書で二十一ヶ条要求のうち、一号、二号における日本の特殊権益を承認した。
その後、中国において、政治基盤を固める袁世凱に対する国民党系勢力の反発が強まる中、加藤内閣、続く大隈内閣の下で、反政府勢力に対する支援がなされたが、寺内正毅内閣のもとでは、そうした対中外交における拡張主義的傾向の修正がはかられ、段祺瑞政権に対する、西原借款などに代表される援助を通じて中国への影響力の拡大がはかられた。また一方で対米関係の調整も図られ、石井＝ランシング協定が締結された。しかしその直後に勃発したロシア革命に対するシベリア出兵の是非で政府内は紛糾し、同時期に米騒動も発生したため、政情不安の下、寺内は辞任し原敬が次期首相となった。
西原借款：外交的に承認されていた段祺瑞政権に対してなされた借款であったが、無担保であり経済的採算のとれないものであった。
シベリア出兵の是非：政府内は（１）自主出兵論（２）各国との協調的出兵論（３）米の反対を懸念した出兵反対論の三つの意見で紛糾した。
第七章　ワシントン体制の形成
第一次大戦後、国際社会は大きく変容し、従来の欧州古典外交の自明性は以下のように崩壊した。
（1） 勢力均衡による国際社会の安定化という考えは幻想にすぎない
（2） 戦争の限定性の喪失による古典的戦争概念の崩壊
古典的戦争概念＝善悪を棚上げにし、一定のルールのもとにまとめられた無差別戦争概念
（3） 新たなイデオロギー要因の出現
＝ソヴィエト共産主義やアメリカの国際民主主義、そしてヨーロッパ外の各地域におけるナショナリズムの高揚
（１）、（２）、（３）から従来の国際政治、外交観念は見直しを迫られ、従来の外交を旧外交とした上での、新外交なる新たな概念があらわれた。
旧外交：例として同盟、協商、秘密外交、協定による勢力圏確定などのＷＷ１以前の外交を新外交と区別する上でそのように称した。
新外交：多国間外交、公開外交、集団安全保障といったＷＷ１後に生じた外交を従来の外交と区別してそのように称した。
こうした国際社会の変容の下、ＷＷ１後の日本外交もまた転換することとなった。原の外交姿勢は中国への深入りを避け慎重な対応を重視するもので、日、英、仏、米の四国共同による中国への四国借款などが行われた。また一方でアメリカの台頭も意識され、ワシントン会議による国際的枠組みとしてワシントン体制が形成された。
しかしワシントン体制には以下のような不安定要因が内在していた。
（1） 日本国内における体制に不満を持つ諸勢力の存在
（2） 中国問題について定めた九か国条約締結国にソヴィエトは含まれず、体制外にあるソヴィエトの対処について課題が残った。
（3） 体制を集団的な自国への圧力とみなす中国は当初から国際協調に懐疑的であり、体制に対する不満を中国に持たせるという構造的欠陥が存在した。
ワシントン会議：（１）四か国条約（日英同盟の破棄）（２）海軍軍縮条約（３）九か国条約
ワシントン体制：ワシントン会議によって形成されたアジア・太平洋における国際社会間の枠組み
第八章　　ワシントン体制の崩壊
ワシントン体制期は、日本においては政党内閣が成立、定着した時期でもあり、外交面では第一次幣原外交→田中外交→第二次幣原外交と展開されていった。幣原外交はワシントン体制を重視した国際協調主義を原則としたが、次第に中国における多国間協調の難しさが露呈した。
そのような事例の一つとして北京関税会議における英米と日との対応の差異があげられる。
北京関税会議：中国の関税自主権の回復を目指す上で、中国の税率引き上げを協議した会議
会議において、米英（国際競争力の高い先進工業国）は税率の大幅な引き上げを主張したものの、零細産業中心の日本は英米の逆手をとって会議の冒頭、中国への関税自主権の授与を示唆し、結局、両者は妥結点を見出し得ないまま会議は流れた。
日本側の意図
（1） 中国における対日批判のトーンダウンとそれに伴う中国との一種の妥協的関係の発生
（2） 中国との関係重視を主張することでアジア外交の主導を狙う
（3） 関税自主権を名目上中国に与えることで、個別的対応による実質上の関税の優遇を期待
こうした中、中国では国民党による北伐が開始されたが、国民党内部での抗争も見られるようになった。日本は第一次幣原外交の下、中国に対する内政不干渉の立場を維持したが、国内での批判が強まり、首相と外相を兼ねた田中義一が内閣を担当し、幣原外交に代わって田中外交が展開された。
田中外交の展開
（1） 対欧米関係
中国におけるソ連の影響を憂慮し、反帝国主義を援助するソ連を外交的に批判し反発していたイギリスとの協調を重視するとともに、対米関係の調整もはかり、日本の中国権益における利害の一致をはかるものの、アメリカが列国に先駆けて国民党政権を承認したこともあり、失敗した。
（2） 対中国関係
蒋介石ひきいる国民党政権の中国支配を許容する立場を取りつつも、国民党の影響力の満洲からの排除を狙い山東出兵の敢行や満州軍閥張作霖との接触などがはかられた。
しかし、この一連の中国政策は主に以下の事態へと発展し結果として失敗した
（1） 居留民保護を目的とした山東出兵では現地で中国軍との衝突が起こり、中国の対日批判が再燃した
（2） 関東軍による張作霖爆殺事件は結果として張作霖の息子張作良の対日姿勢を硬化させることとなった
その後浜口内閣、第二次若槻内閣のもとで第二次幣原外交が展開されたが、以下の困難な局面に直面することとなった。
（1） ロンドン軍縮会議（浜口内閣）における反発から統帥権干犯問題が起こり、反ワシントン体制派が台頭した
（2） 国民党の対外姿勢が積極化し、満州の張学良政権が対日批判を強め独自の鉄道経営を画策するなど、中国におけるナショナリズムが高揚した
ここに到り、日本外交は以下の二つの方向性を示すようになった。
（1） 中国との二国間外交による状況改善
重光葵が中心となり、治外法権の部分的撤廃などによって中国における対日イメージの改善を目指すもの。しかし既得権益の放棄によるさらなる権益の獲得という外交方針は国内では受け入れがたいものであり、中国の対日感情も徐々に悪化していたことが障害となった。
（2） 米英との関係回復
吉田茂が中心となり、列国による帝国主義的利害の調整による状況の改善を目指すもの。
第九章　　満州事変と国際連盟脱退
日本の連盟との交渉過程の、満州、東京、ジュネーヴからみた多角的過程の観察
満州、東京の動き
1931年9.18　　関東軍の自作自演による満州事変が勃発。結果、満蒙領有論に基づき満州全土が制圧される。
満蒙領有論：満州事変当初の目標である満蒙の領土化を目指すという主張
しかし、満蒙の領有は国際社会の反発を招くことが予想され、関東軍は、満蒙における自主的な独立運動を大義名分に介入の正当化を試みる。
陸軍中央も国際社会の反発を予想し、満蒙における実行的な影響力は軍閥、法的支配は中国という現状維持の状態での親日的軍閥の育成という構想をたてる。
その後、満州国が成立し、関東軍は日本政府に承認求めるものの政府側としては承認を控えていたが、五・一五事件により満州国承認に消極的な首相犬養が暗殺されると政府の姿勢は一転した。
ジュネーヴにおける日本外交団の動き
満州事変勃発後、外務省は局地的解決を目指したものの、中国が国際連盟に提訴する事態へと発展し日本側は自衛権の行使との主張で対応した。ジュネーブにおける日本外交団は大国に対しては、同じ帝国主義同士としての妥協を求める一方、欧州の中小国に対しては事変の特殊性、例外性を強調し、欧州への波及を否定した。
そうした中1932年1.12にリットン調査団の派遣が決定し、日本は以下の事実を背景に日本外交の勝利として歓迎した。
（1） 調査団の派遣国の構成国が英仏米独伊と日本の主張どうりの大国中心。
大国＝帝国主義同士として、現実主義的観点から権力政治的な配慮を期待できる
小国＝大国のように極東に権益を有さないうえ、連盟の規約、規範を安全保障の枠組みと見なすので大国の暴走には、欧州への波及を考慮して敏感
（2） 調査の対象範囲に中国の義務違反も含まれる＝日本に有利
しかし、東京では五・一五事件後成立した斉藤実内閣の外相に関東軍に好意的な内田康哉が就任し、1932年九月日本政府により満州国は正式に承認された。これは調査団の派遣決定の報告の直前の出来事であった。
その後発表されたリットン報告書では、日本の自衛権行使は否定されたものの、事変以前の原状復帰ではなく、満州の自治区域化が主張された。
連盟の仕組み（紛争当事国に対して）
調書の公表→勧告→（さらに紛争を継続した場合）制裁
外務省は勧告までを想定していたが、1933年、関東軍による熱河省攻撃が行われ、紛争継続による制裁の適用の可能性が生じる事態となって、日本は脱退による制裁の発動規定からの脱却を試み、結果として国際連盟からの脱退が現実のものとなった。
第十章　広田外交
連盟脱退後の外交→首相広田弘毅、外相重光葵が主導
連盟脱退後の国際関係は日本にとり必ずしも不利なものではなかった。
（1） アメリカ合衆国
フランクリン・ルーズヴェルト政権が誕生し、日米関係の改善への期待が高まる
（根拠）政権の最大の関心事は世界恐慌への対処であり、国内政治を重視する以上、外交方針においても過剰な介入はせず傍観的立場をとるのではないのかという期待
（2） 大英帝国
帝国維持の限界から、極東などの周辺地域における帝国領土の防衛の優先順位はさがり、不必要な緊張や摩擦をさけ外交上も必然的に様々な対日妥協策が試みられるようになっていた。
（3） ソヴィエト連邦
国内が不安定であり、日本への刺激さける。満州事変時もソ連が最も妥協。
中国においてもタンクー停戦協定により満州事変の前後処理が完了した。当時中国政府内においては対日関係について①妥協的姿勢と②対決的姿勢の両意見が存在し、前者は汪兆銘中心、後者は宋子文を中心にとなえられ、蒋介石が両意見のバランスを取る立場にいた。
当時の外務省における重光の二段階構想
第一段階・外交的意思表示を通して、中国問題への米英の介入を牽制＝米英と中の切離し
棉麦クレジット協定など中米関係の緊密化がアピールされる中、1934年、四月、天羽声明により、米英派の宋子文の失脚、アメリカの対中援助の沈静化などの一定の効果を得る。
棉麦クレジット協定：宋が中心となって締結。アメリカからの輸入品である棉、麦のクレジット払いを取り決めた協定。米中関係の緊密さをアピールする狙いがあった。
天羽声明：対中国援助が有する政治的意味を訴え、列国に対中国援助の停止を主張した声明。
第二段階・日中関係の改善に努める＝中への譲歩と妥協による関係改善
具体的構想として①海関制度の撤廃、②支那駐屯軍の撤兵、③公使の交換から大使の交換など
海関制度：中国の各港に設けた関税機関における関税を借款の担保とすること。帝国主義的支配拠点とみなされていた
公使から大使：当時の基準から、大使の交換は一等国に限られていた
結果としては、重光の構想は挫折
（1） イギリス独自の極東における協調関係の形成に関する提案
当時イギリスはリース・ロスを通貨改革のため中国へ派遣。改革のための日英共同の援助を主張し、満州国経由の借款の供与を提案した。（中国に満州国を承認させる意図）→重光の構想とは相いれない＝外務省は拒否
（2） 天津軍によるさらなる華北分離工作の進展
結果、日英、日中両関係の行き詰まりを迎え、重光の構想は挫折した。
その後、二・二六事件が発生、軍部の影響力がさらに増大し、軍の意向なくしては外務省は方針決定が難しい状況に追い込まれた。
1937年、三月、日中戦争直前期において、林銑十郎内閣の外相佐藤尚武は日英、日中関係の関係修復を試みるも失敗。これには対ソ戦に備え日中関係の改善を目指す、石原莞爾を中心とする陸軍参謀本部の自制によりかろうじて成り立つ、佐藤外交の権力基盤の脆弱さが背景として存在した。
第十一章　　日中戦争
盧溝橋事件に端を発する日中戦争はその後、陸軍が来るべき日ソ戦などにおいて予想していた近代戦とは異なる様相を呈した。そうした中、陸軍内では日中戦争を巡り、拡大派、不拡大派と意見の対立が見られた。
拡大派：中国の統一的国家形成能力に対する過小評価がその前提となっており、中国に対する武力による一撃によって諸懸案の解決をはかろうとするもの。
不拡大派：対ソ戦に備える上での日中戦争の長期化は、不利との戦略的観点が前提となっている。石原莞爾などが中心。
日中両国とも、アメリカの中立法の適用を避けるため、事実上の戦争でありながら公式的には戦争とはせず、名称も北支事変、支那事変と、事変という名称が使用された。
中立法：孤立主義と介入主義的な国際主義の妥協の中で生まれた法。
1． 交戦国に対する武器、軍用機材の禁輸
2． 上記以外の物資は、現金払いかつ、自国船での運送を義務化
信夫淳平：国際法学者。日中戦争後の日本の国際法の順守の怠りを主張。三十年代の日本の膨張主義の象徴として、事変という言葉をとらえた。
日中戦争における和平工作として、初期にはトラウトマン工作がなされたが、陸軍省、近衛内閣がより強硬な和平条件を主張した結果、工作の打ち切りが決定され、「国民政府を対手とせず」とする近衛声明が発表され、日中戦争は本格的に長期化の様相を呈した。
トラウトマン工作：ドイツの在華大使トラウトマンによる、日中の和平工作。ドイツはＷＷ１後、中国との結びつきを強めていたうえ、来るべき対ソ戦の上でも、日中戦争は好ましいものではなかった。
その後、事態の収拾をはかる上で、内閣の再編成が行われ外相として宇垣一成が入閣。
中国側の行政院長、孔祥熙の秘書を通じて交渉が行われるが失敗、宇垣の退陣と前後して東亜新秩序なる新理念が唱えられ始め、日中戦争長期化の背景として英米仏ソなどの援蒋国家の存在が浮上し、そうした諸国に対抗する上で、独伊との接近の余地が生じた。
その後の近衛内閣における広田外交の下で、汪兆銘を中心とした新政権による日中関係の再構築が目指される中、平沼内閣が成立。国民党の根拠である沿岸部を日本は占拠していたが平沼は以下の危機感を抱く。
（1） 国民党に打撃を与えることで、抗日勢力における共産党の勢力拡大を憂慮
（2） 国内における戦時体制もまた、社会主義の浸透とうつる。
またこの時期、独伊との防共協定強化問題において仮想敵国にソ連に加えイギリスを含めるかで内閣は紛糾したが、独ソ不可侵条約を契機に防共協定自体が存在意義を失い平沼内閣は総辞職となる。
第十二章　　日米開戦
歴史的に見たアメリカの対日政策の推移
（1） 道徳的関与
（2） 現実主義的静観
（3） 世界規模の安全保障政策の一環としての対日問題の位置づけ
当時の日本は、アメリカの対日政策の（２）から（３）への推移に関しては認識の甘さとも言うべきものが存在した。東亜新秩序の樹立に関して、米の積極的介入はないとされ、米英可分論に基づき、米は援蒋国家とみなされないなど、陸軍などでも対米関係は比較的楽観視されていた。
米英可分論：英と異なり米は非援蒋国家とする論。東亜新秩序とアメリカとの関係の安定性は両立できるとの見方が背景に存在した。
しかし、対日制裁の第一歩として、1939年七月二十九日に日米通商航海条約の廃棄を米が通告、五ヶ月後に失効とされ、衝撃を受けた日本では初めて米に対する警戒感が生じた。
平沼内閣総辞職後の阿部信行（陸軍軍人）内閣、米内光政（海軍軍人）内閣の下では、欧州不介入及び日中戦争の第三国無介入の自力解決による、対米関係の改善が目指されたが、結局条約は失効し、日米両国は無条約時代へとはいった。
その間、欧州戦線におけるドイツの快進撃をうけて、国内において枢軸派が台頭する中、外相に松岡洋右をすえた第二次近衛内閣が成立した。
松岡の構想
松岡は独自の対米観、世界観により世界を、米独日ソを各盟主とする四ブロックに分割し、ドイツとの枢軸関係強化（三国同盟により実現）に加えソ連との関係も強化（日ソ中立条約により、曲がりなりにも実現）し、最終的には日独伊ソの四国協商への発展を構想。そうした独ソとの協力を背景に日本の対米交渉力を強化しアメリカとの関係を調整し、東亜新秩序の確立、日中戦争の解決を構想した。
しかし、上記松岡の構想を、アメリカに対する牽制よりもむしろ刺激となるとする近衛の見解から、松岡不在の下、近衛内閣は独自の日米交渉を開始した。
1941年6.22松岡の更迭後、第三次近衛内閣が成立し、援蒋ルートの遮断及び資源確保を目的として南部仏印進駐が行われた。
これに対しアメリカは在米日本資産の凍結、石油の禁輸措置を取り日米関係は決定的行き詰まりを迎えた。
その後の近衛の両国首脳同士の会談を試みなどは挫折し、続いて成立した東条英機内閣の下で1941年11.2日米交渉の期限設定と日米開戦が決定された。
日本側が最終的に提示した和平内容は、米の対日制裁措置の直接的原因となった南部仏印進駐を改めた、南部仏印から撤兵。
これに対する、アメリカ側の予定していた対日和平案に対して、英蘭豪中などの各国駐米大使からの猛反対をうけたアメリカは、対日政策を世界規模の安全保障政策の一環として位置づけ、和平を断念する方向へと方針を決定した。
1941年11.26中国からの日本の撤兵などを要求したハル・ノートが提示され交渉は最終的行き詰まりを迎え、日米開戦を迎えることとなった。
一連の交渉過程において、自国とアメリカとの対立をあくまで東アジアにおける局所的問題として交渉に臨んだ日本に対し、よりグローバルな問題として捉えたアメリカとの間には国際感覚における認識のずれが見られる。
